
   姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例施行規則 

平成２９年 ６月２３日   

姫路市規則第 ４３ 号   

（趣旨） 

第１条 この規則は、姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例（平成２９年条例第

４ 7号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において「略式代執行」とは、市長が、空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第１４条第１０項

の規定により措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせるこ

とをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法及び条例

において使用する用語の例による。 

 （老朽危険空家等の認定基準） 

第３条 条例第２条第５項の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するこ

ととする。 

 ⑴ 空家等の状態が、次に掲げる建築物の構造の区分に応じ、それぞれ次に定める

要件に該当すること。 

  ア 木造又は鉄骨造 別表第１に定めるところにより算定した総合評点が１５以

上であること。 

  イ 鉄筋コンクリート造 別表第２に定めるところにより算定した総合評点が１

０以上であること。 

  ウ コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造 別表第３に定め

るところにより算定した総合評点が１０以上であること。 

 ⑵ 空家等がもたらす周辺への影響について、別表第４に定めるところにより算定

した総合評点が１００であること。 

２ 条例第２条第６項の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することと

する。 
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 ⑴ 空家等の状態が、次に掲げる建築物の構造の区分に応じ、それぞれ次に定める

要件に該当すること。 

  ア 木造又は鉄骨造 別表第１に定めるところにより算定した総合評点が１００

以上であること。 

  イ 鉄筋コンクリート造 別表第２に定めるところにより算定した総合評点が１

００以上であること。 

  ウ コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造 別表第３に定め

るところにより算定した総合評点が１００以上であること。 

 ⑵ 空家等がもたらす周辺への影響について、別表第４に定めるところにより算定

した総合評点が１００以上であること。 

 （立入調査員証） 

第４条 法第９条第４項の証明書は、立入調査員証（様式第１号）とする。 

 （特定老朽危険空家等の表示） 

第５条 条例第８条第１項の規定により設置する表示板は、特定老朽危険空家等に固

定することなく容易に移設できる方法により設置するものとする。 

 （勧告に係る相当の猶予期限） 

第６条 条例第８条第３項後段の相当の猶予期限として必要な期間は、次の各号に掲

げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 勧告に係る特定老朽危険空家等の構造及び規模が木造で階数が２以下かつ地上

部分の延床面積が概ね２００平方メートル以下のものであって、かつ、当該勧告

の内容が基礎を除く地上部分全てを除却するものである場合 概ね１月 

 ⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 勧告に係る特定老朽危険空家等の構造、規模、

立地等及び勧告の内容を考慮して市長が定める期間 

 （勧告に係る事実の公表及び標識の設置） 

第７条 条例第８条第４項の規定により公表する事実は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 勧告に係る特定老朽危険空家等の所在地 

 ⑵ 勧告によりとるべきものとされた必要な措置の内容 

 ⑶ 勧告を行った理由 



 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 条例第８条第４項の公表は、姫路市ホームページに掲載することにより行う。 

 （意見聴取等） 

第８条 市長は、条例第８条第５項の規定により意見を述べる機会を与えようとする

ときは、意見陳述機会付与通知書により、特定老朽危険空家等の所有者等に通知す

るものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、意見陳述書を市長の

指定する期日までに提出しなければならない。 

３ 前項の意見陳述書の提出に代えて口頭で意見を述べることを希望する者は、第１

項の規定による通知の日から５日以内に、市長に対しその旨を申し出なければなら

ない。 

４ 市長は、前項の規定による申出があった場合は、当該特定老朽危険空家等の所有

者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。 

 （措置命令に係る相当の猶予期限） 

第９条 条例第８条第６項後段の相当の猶予期限として必要な期間は、次の各号に掲

げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 命令に係る特定老朽危険空家等の構造及び規模が木造で階数が２以下かつ地上

部分の延床面積が概ね２００平方メートル以下のものであって、かつ、当該命令

の内容が基礎を除く地上部分全てを除却するものである場合 概ね１月 

 ⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 命令に係る特定老朽危険空家等の構造、規模、

立地等及び命令の内容を考慮して市長が定める期間 

 （措置命令に係る事前の通知） 

第１０条 法第１４条第４項の通知書は、法第１４条第３項の規定による命令を行う

日の概ね１月前までに交付するものとする。 

 （行政代執行） 

第１１条 市長は、法第１４条第９項の規定による処分（以下「行政代執行」という

。）を行う場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める履行期限を定

めるものとする。 



 ⑴ 行政代執行に係る特定老朽危険空家等の構造及び規模が木造で階数が２以下か

つ地上部分の延床面積が概ね２００平方メートル以下のものであって、かつ、当

該行政代執行の内容が基礎を除く地上部分全てを除却するものである場合 概ね

１月 

 ⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 行政代執行に係る特定老朽危険空家等の構造、

規模、立地等及び行政代執行の内容を考慮して市長が定める期間 

２ 前項の期限までに、行政代執行に係る措置の履行がなされないときは、市長は、

行政代執行をするべき旨を戒告書により当該措置を行うべき者に戒告するものとす

る。 

３ 前項の戒告を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しないときは、市長は

、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところにより、代執行令書を

もって、行政代執行をするべき時期、行政代執行のために派遣する執行責任者の氏

名及び行政代執行に要する費用の概算による見積額を当該戒告を受けた者に通知す

るものとする。 

４ 前項の代執行令書は、行政代執行を行う日の概ね１月前までに交付するものとす

る。 

５ 行政代執行のために現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証（様式第２号 

 ）を携帯し、相手方や関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。 

 （略式代執行） 

第１２条 条例第８条第１４項の相当の期限として必要な期間は、次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 略式代執行に係る特定老朽危険空家等の構造及び規模が木造で階数が２以下か

つ地上部分の延床面積が概ね２００平方メートル以下のものであって、かつ、当

該略式代執行の内容が基礎を除く地上部分全てを除却するものである場合 概ね

４５日 

 ⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 略式代執行に係る特定老朽危険空家等の構造、

規模、立地等及び略式代執行の内容を考慮して市長が定める期間 

 （措置を講ずる場合の期間の短縮） 



第１３条 条例第９条に規定する速やかに措置を講ずる必要がある状態とは、特定老

朽危険空家等がもたらす周辺への影響について、別表第４に定めるところにより算

定した総合評点が１５０であることとする。 

２ 市長は、条例第９条の規定により、条例第８条第３項、第６項及び第１４項に規

定する期間をそれぞれ当該期間の概ね１０分の７に相当する期間に短縮することが

できる。 

 （応急措置の費用） 

第１４条 市長は、条例第１０条第３項の措置に要した費用を特定老朽危険空家等の

所有者等に負担させるときは、応急措置費用請求書により、当該特定老朽危険空家

等の所有者等に請求するものとする。 

 （費用等の減免） 

第１５条 条例第１０条第４項の規定により措置に要した費用を減額し、又は免除す

ることができる場合及び条例第１１条第５項の規定により延滞金を減額し、又は免

除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 

 ⑴ 特定老朽危険空家等の所有者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他

の災害を受け、又は盗難にあった場合 

 ⑵ 特定老朽危険空家等の所有者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかか

り、若しくは負傷し、又は死亡したため、多額の費用を要した場合 

 ⑶ 特定老朽危険空家等の所有者等が失業し、又はその事業を廃止し、若しくは休

止するなどの事由により、生活が困難と認められる場合 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 

２ 前項の規定により措置に要した費用又は延滞金の減免を受けようとする者は、次

に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して、市長に提出するものとする。ただし、市長が当該申請書の提出又は証明の

ための書類の添付についてその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 ⑴ 特定老朽危険空家等の所有者等の住所又は所在地及び氏名又は名称 

 ⑵ 当該措置に要した費用又は当該延滞金の金額及び納期限 

 ⑶ 減免を受けようとする金額 



 ⑷ 減免を受けようとする理由 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （補則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 

 



別表第１（第３条関係） 

木造又は鉄骨造 

評定項目  評定内容 評点 

基礎、土台、  

柱又ははり  

 

⑴ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又

は破損しているもの等小修繕を要するもの 

 ２５ 

⑵ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいも

の、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又

は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を

要するもの 

 ５０ 

⑶ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が

著しく崩壊の危険があるもの 

１００ 

外壁 

 

⑴ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下

地が露出しているもの 

 １５ 

⑵ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著

しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴

が生じているもの 

 ２５ 

屋根  

 

⑴ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨も

りのあるもの 

 １５ 

⑵ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板

、たる木等が腐朽したもの又は軒がたれ下がったも

の 

 ２５ 

⑶ 屋根が著しく変形したもの  ５０ 

 備考 総合評点は、評定項目ごとに、該当する評定内容に応じて定める評点を合計

して算定する。この場合において、１つの評定項目につき、該当する評定内容が 

  ２以上あるときは、評点が最も高い評定内容を該当する評定内容として算定する。 



別表第２（第３条関係） 

鉄筋コンクリート造 

評定項目  評定内容 評点 

基礎、柱、は

り又は耐力壁  

 

⑴ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水

があるもの等小修繕を要するもの 

 １５ 

⑵ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つも

の、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理

を要するもの 

 ２０ 

⑶ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさ

びがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの

等大修理を要するもの 

 ４０ 

⑷ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの  ８０ 

壁（耐力壁を

除く。） 

⑴ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水

があるもの等小修繕を要するもの 

 １０ 

⑵ 変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリ

ートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの 

 １５ 

⑶ 変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの

、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要

するもの 

 ２５ 

外壁 ⑴ 外壁の仕上げ材料に浮きがあり、剥落のおそれの

あるもの 

 １５ 

⑵ 外壁の仕上げ材料が剥落し、危険を生ずるおそれ

のあるもの 

 ２５ 

屋根  ⑴ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防

水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあ

るもの 

 １０ 

 ⑵ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つ  １５ 



  もの又はコンクリートの剥落があるもの  

⑶ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出

し、さびがあるもの 

 ２５ 

 備考 総合評点は、評定項目ごとに、該当する評定内容に応じて定める評点を合計

して算定する。この場合において、１つの評定項目につき、該当する評定内容が 

  ２以上あるときは、評点が最も高い評定内容を該当する評定内容として算定する。 

 



別表第３（第３条関係） 

コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造 

評定項目  評定内容 評点 

基礎、柱、は

り又は耐力壁  

 

⑴ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水

があるもの等小修繕を要するもの 

 １５ 

⑵ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つも

の、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理

を要するもの 

 ２０ 

⑶ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさ

びがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの

等大修理を要するもの 

 ４０ 

⑷ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの  ８０ 

壁（耐力壁を

除く。）  

 

⑴ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水

があるもの等小修繕を要するもの 

 １０ 

⑵ 変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリ

ートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの 

 １５ 

⑶ 変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの

、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要

するもの 

 ２５ 

外壁  

 

⑴ 外壁の仕上げ材料に浮きがあり、剥落のおそれの

あるもの 

 １５ 

⑵ 外壁の仕上げ材料が剥落し、危険を生ずるおそれ

のあるもの 

 ２５ 

開口部  

 

⑴ 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび

割れがあるもの又は漏水があるもの 

 １０ 

⑵ 開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコ

ンクリートの剥離があるもの 

 １５ 



屋根（小屋組

が木造の場合

は別表第 1 を

適用する。）  

⑴ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防

水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあ

るもの 

 １０ 

⑵ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つ

もの又はコンクリートの剥落があるもの 

 １５ 

⑶ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出

し、さびがあるもの 

 ２５ 

 備考 総合評点は、評定項目ごとに、該当する評定内容に応じて定める評点を合計

して算定する。この場合において、１つの評定項目につき、該当する評定内容が 

  ２以上あるときは、評点が最も高い評定内容を該当する評定内容として算定する。 

 



別表第４（第３条関係） 

評定項目  評定内容 評点 

周辺建築物又

は通行人等へ

の影響 

空家等が周辺の建築物や通行人等に対し悪影響を現に

及ぼし、又は及ぼす可能性が高いもの 

１００ 

危険度の切迫

性 

空家等の構造の腐朽又は破損の程度について、急激な

進行が認められるもの 

 ５０ 

 備考 総合評点は、評定項目ごとに、該当する評定内容に応じて定める評点を合計

して算定する。 



様式第１号（第４条関係） 

 

（表面） 

 
 

  第  号  

立入調査員証 

 

 

 

 所  属 

 職  名 

 氏  名 

 生年月日     年  月  日 

 

 

 上記の者は、空家等対策の推進に関する特別措置法第 9 条第 2 項の規定に基

づく立入調査の権限を有する者であることを証明する。 

 

    年  月  日発行（    年  月  日まで有効） 

 

姫路市長          

 

 

（裏面） 

 
 
空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）（抜粋） 

第９条 （略） 

２ 市町村長は、第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定の施行に必要な限度に

おいて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入

って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認

められる場所に立ち入らせようとするときは、その 5 日前までに、当該空家

等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に

対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第 2 項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示し

なければならない。 

５ 第 2 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

 

注意 

 この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

 

 

 

（写真） 

 

 



様式２号（第１１条関係） 

 

（表面） 

 
 

  第  号  

執行責任者証 

 

                  

 上記の者は、下記の行政代執行の執行責任者であることを証する。 

     年  月  日 

姫路市長       印  

記 

１ 代執行をなすべき事項（例） 

  代執行令書（  年  月  日付け  第  号）記載の姫路市  町 

   番地  号の建築物の除却 

２ 代執行をなすべき時期 

    年  月  日から  年  月  日までの間 

 

 

（裏面） 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）（抜粋） 

第 14 条 （略） 

９ 市町村長は、第 3 項の規定により必要な措置を命じた場合において、その

措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないと

き又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執

行法（昭和 23 年法律第 43 号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべ

き行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０～１５（略） 

行政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号）（抜粋） 

第４条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者

たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でも

これを呈示しなければならない。 

  


